
東
坊
城
の
地
名
を
年
代
的
に
初
確
認
で
き
る
の
は
、
寛
正
六
（
一
四
六
五
）
年
の
古
文
書
記
録
で
す
。

そ
の
前
後
と
み
ら
れ
る
古
文
書
類
に
も
た
び
た
び
登
場
し
ま
す
。
当
時
、
こ
の
地
に

小
さ
な
お
城
が

あ
っ
た

の
言
い
伝
え
も
あ
り
、
東
坊
城
の
地
名
が
中
世
早
い
時
期
に
生
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

江
戸
時
代
の
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
に
東
坊
城
村
と
呼
ば
れ
た
こ
の
地
で
、
村
を
挙
げ
た
一
揆

（
い
っ
き
）
が
起
こ
り
ま
し
た
。
農
業
不
作
で
免
税
を
領
主
に
願
い
出
た
が
認
め
ら
れ
ず
、
珍
し
い

傘

形
連
判
状

を
持
っ
た
村
代
表
が
江
戸
の
領
主
を
訪
ね
直
訴
に
及
び
、
代
表
た
ち
が
処
分
を
受
け
た
も

の
の
村
人
ら
の
勢
い
で
免
税
が
一
部
、
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
勢
い
を
伝
え
る
よ
う
な
祭
り
が
、
い
ま
も
同
地
で
続
い
て
い
ま
す
。
昭
和
五
七
年
に
県
の
無
形

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
東
坊
城
の
火
祭
り

ほ
う
ら
ん
や

ホ
ー
ラ
ン
ヤ

で
す
。
毎
年
の
八
月

一
五
日
に
六
つ
の
字
か
ら
繰
り
出
し
た
大
勢
の
村
人
が
、
直
径
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
、

重
さ
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
大
た
い
ま
つ
多
数
を
担
ぎ
出
し
、
万
田
・
八
幡
神
社
と
弓
場
・
春

日
神
社
の
境
内
を
暴
れ
回
る
勇
壮
な
火
祭
り
で
す
。

ち
な
み
に

坊
城

と
は
、
み
や
こ
・
都
城
を
意
味
し
ま
す
。

火
祭
り

ほ
う
ら
ん
や


